申請時確認書
私は、令和７年度担い手確保・経営強化支援事業を申請するに当たり、
以下の点について確認しました。
【事業実施にあたり確認が必要な項目】
	項　　目
	チェック欄（レ）

	[bookmark: _Hlk63598957]整備を予定している機械・施設等について、園芸施設共済、農機具共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等の加入等、気象災害等による被災に備えた措置を行う。なお、加入期間は通年で加入することとし、導入する機械・施設等の耐用年数期間において加入等を継続する。
	

	本事業の実施の際には融資機関からプロジェクト融資（機械・施設等の導入のために借りることが特定されている融資）を借り受けること。融資実行が不可となった場合は、補助実行も不可となるため注意すること。（100万上限のメニューの場合、融資は任意のため✓不要）
	

	[bookmark: _Hlk65587817]事業に着工（機械・施設等の発注を含む）する場合は、事業の交付決定に基づき行う。交付決定前着工を希望する場合は、市の指示のもと、交付決定前着工届の承認を受けて行うこと。
	

	[bookmark: _Hlk65587807]事業の着工に当たっては、自ら一般競争入札又は農業資材比較サービス（AGMIRU「アグミル」）の活用等による複数の業者からの見積もり徴収等により、事業費の低減に向けた取組を行うものとする。
	

	整備を予定している機械・施設等について、本事業以外の補助事業と重複して申請していないこと。
	

	設定した目標の達成が確認されるまでの間、市が行う達成状況報告書の提出を必ず行う（毎年6月頃予定）。また、目標前年度の必須目標の達成状況が80％未満である場合や目標年度において未達成となった場合は、専門家の重点的指導を受けることとする。
	

	[bookmark: _Hlk65589347]本事業の実施に当たり、本申請に係る個人情報（氏名、住所、共済加入情報等）を地方公共団体及び共済組合等に提供することに同意する。
	

	導入する機械・施設等の耐用年数期間内は、導入機械等を活用して営農を継続する。また、目的以外の使用はしない。耐用年数期間内に、「営農中止」や「離農」、「財産処分」、「目的外使用」した場合は、補助金返還となることがあることに同意する。
	

	整備した機械・施設等は導入後遅滞なく償却資産の申告を行うこと。
	

	導入する機械・施設等について、耐用年数期間内に何らかの変更が生じた際には市に報告する。
	


八代市長　小野　泰輔　　様

令和　　　年　　　　月　　　　日
	氏名

	（法人の場合は、社名（屋号）・代表者氏名）

　　　



